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Ａ．研究目的 

近年、Information and Communicatio
n Technology（ICT）はめざましい発展を
遂げている。様々な社会・経済活動等が逐次
的にデジタルデータ化され、そのビッグデ
ータを利活用する事によって新たな社会・
経済的価値を創出するデジタルトランスフ
ォーメーション（DX）が主に民間分野で実
現している。 

政府においてはデジタル社会の実現に向
けた重点計画が定められ、デジタルの活用
で一人ひとりの幸せを実現するために様々
な関連施策が実施されている。母子保健領
域においては妊婦健診および乳幼児健診の
一部の情報はマイナポータルにて利用者が
閲覧可能な仕組みが既に社会実装されてい
る一方で、各種情報の記録は大部分が紙媒
体で収集されているため電子化にあたって
多大な労力が必要となること、また健診情

報が閲覧できるまで1～3か月程度のタイム
ラグがあるため情報の利活用が困難なこと
等の課題があり、国民が電子化された母子
保健情報を十分利用できる状態とは言いが
たい。そのため、利用者・医療関係者・市区
町村等の母子保健関係者が迅速に情報共有
し、利活用可能な新たな情報収集システム
の構築が求められていた。 
令和5年度、デジタル庁が各種医療費助成、

予防接種、母子保健等について、マイナンバ
ーカードによる資格確認、マイナポータル
からの問診票・予診票入力や接種履歴・健診
結果の確認等を可能とする情報基盤である
Public Medical Hub（PMH）の構築を開
始した。また、こども家庭庁はモデル的に複
数の自治体において健康管理システムの改
修や民間アプリの活用等によるデータ連携
を行い、母子健康情報のデジタル化の課題
を検証し全国展開に向けた検討を行う母子
保健情報デジタル化実証事業を同様に立ち
上げた。 
以上の背景を踏まえ、本分担研究におい

てはPMHの情報システムについてデジタ
ル庁やこども家庭庁と協議・検討し、社会実
装することを目的とした。 
 
 

研究要旨 

母子保健情報デジタル化を実現するための基幹システム（Public Medical Hub）のシ

ステム構成やデータベース構造について、母子保健情報デジタル化実証事業等と連携

し検討した。住民・利用者がマイナポータルから問診情報を入力し、母子保健関係者は

医療機関用アプリから住民・利用者が入力した問診情報を閲覧し健康診査情報を入力

することができる情報システムを構築した。このシステムにより、住民・利用者、母子

保健関係者、自治体の 3 者においてインターネット環境を通じた情報連携が可能とな

った。 
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Ｂ．研究方法 
本研究ではPMHを構築するデジタル庁

事業（医療費助成・予防接種・母子保健に係
る情報連携の実証事業）、健診現場でのデジ
タル健診業務フローの確立とPMHに接続
するための医療機関用アプリケーション開
発を担当するこども家庭庁事業（母子保健
情報デジタル化実証事業）に研究班として
参画し、両事業の受託事業者であるアクセ
ンチュア株式会社に対して助言することで
PMHを構築支援した。令和5年5月より研究
班、デジタル庁、こども家庭庁、厚生労働省、
受託事業者、システムベンダー等が参加し
議論する定例打ち合わせに毎週参加し、シ
ステム開発の方針を決定した。 
 
（倫理面への配慮） 

本研究は人から医療情報等を収集する研
究ではなく、母子保健情報収集システムの
あるべき姿を検討する研究である。そのた
め、人を対象とする生命科学・医学系研究に
関する倫理指針等の対象となる研究ではな
い。 
 
Ｃ．研究結果 

PMHを中心とした各種情報システム連
携の概念図を図1に示す。 

 

 
図1．PMHシステム概念図 
 
 健診受診者はマイナンバーカードを用い
てマイナポータルにアクセスし、自治体が
登録した問診票を事前に電子入力すること
ができる。健診受診時に利用者はマイナン
バーカードを医療機関又は健診会場に持参
し、オンライン資格等確認システムにマイ
ナンバーカードをかざし、PINを入力する
ことで医療機関又は健診会場にチェックイ
ンしたことが確認され、健診担当者は問診
票入力結果を閲覧することができるように
なる。健康診査結果は医療機関用アプリを

用いてすべて電子的に入力され、PMHに登
録される。PMHに登録された問診・健康診
査結果は自治体が保有する健康管理システ
ムに連携され、自治体関係者が利用するこ
とができる。また、医療機関・健診会場にて
入力された健康診査結果は、健診受診者も
マイナポータルから迅速に閲覧することが
できる。 
  以上の概念に基づき、令和5年度はPM
H内に格納するためのデータベース構造や
関連するシステムとの情報共有のためのデ
ータ構造の共通化等のシステム連携に係る
作業を中心に関係者と協働しPMH構築作
業に携わった。若干の作業の遅れは生じた
ものの、内部結合テスト、外部結合テスト、
総合テスト等を完了させ、令和6年5月20日
週にPMHにおける母子保健領域を稼働さ
せる予定である。 
 
Ｄ．考察 
本年度実施した分担研究を通じて。母子

保健情報を利用者・母子保健関係者・自治体
で迅速に連携可能な情報システムであるP
MHを社会実装する目処がたった。 
一方で今年度構築したPMHの各種設定

は実際の健診現場を円滑に運用するために
十分とはいえないことが母子保健情報デジ
タル化実証事業を通じて明らかとなってい
る。例えば医療機関用アプリとのAPI連携
（各種マスターのAPI連携）、トークンの有
効期限を含めた各種制御、健診関連情報の
標準化、健診費用支払いフローの確立、即時
的に情報流通可能にするためのシステム改
修等が上げられる。令和6年度の実装後、運
用によって浮き彫りになるであろう様々な
課題を逐次的に解決し、関係者にとってデ
ジタル化の利点を実感できるようなシステ
ム開発が必要となるだろう。 

 

Ｅ．結論 
母子保健情報デジタル化実証事業や医療

費助成・予防接種・母子保健に係る情報連携
の実証事業等関係者と連携し、母子保健健
情報を住民・利用者、母子保健関係者、自治
体で迅速に連携可能な情報システムである
PMHを構築した。 
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